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中小企業等雇用創出支援事業（職場体験型）の概要
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○職場体験期間中（１ヶ月）

→ 受入事業所に対する助成 １人あたり 上限１０万円

→ 職場体験参加者に対する奨励 １人あたり 上限１２万円

○職場体験期間終了後

→ 正規雇入れに対する助成 １人あたり １００万円
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緊急人材育成・就職支援基金

人材育成支援コーディネーター（民間団体等に配置）

受 入 企 業

介護、ものづくり分野などにおいて、事業主団体等と連携し、職場見学・職場体験や雇入れの支援を実施する。
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（１ヶ月）

就職

（期間の定めなし）

移行 職業紹介

［ハローワークによる職業相談］

※職場見学を経ずに職場体験のみ実施する場合もある。

☆職場見学、職場体験の実施にあたっては事業主団体等と連携


